
 

 

 ユースエール認定通知書交付式を開催しました！ 

 

 

令和 2 年 2 月 20 日、長崎労働局では、若者雇用促進法に基づく「ユースエー

ル認定企業」として、社会福祉法人長和会に対する認定通知書交付式を開催しま

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

左から長崎労働局長 金成真一、社会福祉法人長和会 理事長 長池庄一郎様、施設長 長池要一郎様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

通知書交付の模様 



 

 

 金成長崎労働局長からの挨拶  

 

 厚生労働省長崎労働局長の金成でございます。 

 

本日は、ユースエール認定通知書交付式につきましてお時間を

いただき、またハローワーク島原までお越しいただきありがとう

ございます。 

このユースエール制度については、若者の採用や育成に積極的

であり、雇用管理の状況なども優良な中小企業を、若者雇用促進法に基づき厚生労働大臣が

認定する制度であります。認定基準をクリアするためには、雇用管理の面で相当に高いハー

ドルがあります。 

ご承知のとおり長崎県では、少子化や若者の県外流出に伴う人口減少が進んでおり、若者

の県内就職が重要なテーマとなっています。また全国に比べ中小企業が多く、残業時間や有

給取得等の雇用管理の面でまだまだ遅れている状況であります。 

今回社会福祉法人 長和会さまがユースエールの認定を受けられたのは、若者が働きや

すい職場づくりのために日頃から大変な努力をされた結果であると承知しております。 

 

特に人材育成と職場定着には力を入れており、奇数月の月末には全職員を対象とした研

修を実施したり、計画的に介護資格の取得を促すことで、知識の共有化を図り、特定の職員

に負担が集中することがないよう配慮されていると伺っております。 

また、そうしたご努力の結果、育児休業による休職者が３名重なった時期でも職員の残業

に頼ることのない施設運営を行い、子育て世代も安心して働ける職場環境づくりにご尽力

されていると伺っております。 

 

県内の企業が、次代を担う若い優秀な人材を確保するとともに、その若者が職場に定着し

て県内で安心して働くためには、労働時間や休暇などの面を含め、就業環境の一層の充実に

よる「魅力ある職場づくり」を進めていくことが不可欠と考えております。 

長崎労働局としても、今回の認定をＰＲし、県内の優良な企業を広く知っていただくこと

で、県内就職率の向上につなげていきたいと考えています。 

今後も、若者が働きやすい「魅力ある職場づくり」を続けていただくことをお願いいたし

まして、私の挨拶に代えさせて頂きます。 

 

 社会福祉法人長和会 長池様からの挨拶  

 

当施設は入所者（お客様）、従業員（サービス提供者）、施設（サービス提供の場所）

（長崎労働局 金成局長） 



 

 

を三本の柱として、まっすぐ同じ方向に向かうことを考えて運

営をしています。従業員の処遇を改善することで、気持ちに余

裕ができ、入所者様の喜びにつながり、地域から選ばれる施設

になることで、経営が安定し、さらなる従業員の増加や業務省

略化整備ができることで、ますます従業員に余裕ができるとい

う好循環が生まれると思います。 

従業員の勤務表は、個々の従業員の生活帯に合わせて、自分

たちで作成しています。若い人を雇用すると、数年で結婚して

子供が生まれ、育児休業となります。復帰しても、子供の病気・

学校行事等で日曜出勤・夜勤・早出勤務ができなくなることがあります。しかし、先輩

職員から文句は出ません。自分たちもそのようにして勤務してきたからこそ、若者の雇

用をカバーしていきます。若者従業員もそのような先輩を見ているので、子育てが終わ

ったら次の若い人をカバーしていきます。つまり、仕事もきっちり、休みもきっちり、

悩み事は施設長ホットラインへ連絡して解決していっています。 

今回のユースエール認定日が１月 29 日で私の 67 歳の誕生日で、これからもますま

す地域に認められる企業となるよう日々努力していきたいと思います。 

本日は誠にありがとうございました。 

 

 

 認定通知書交付式終了後の懇談の様子  

 

【金成局長】 

○従業員にとっての働きやすい雇用環境とは、どのようなものであるとお考えでしょう

か？また、雇用管理の取組みについて従業員の方の反応はいかがですか？ 

 

【長和会】 

○仕事が充実するにはプライベートの充実があってこそだと思

います。特に介護の仕事は人のお世話をする仕事で、特に自分に

余裕がないと、他人に優しく思いやりを持って接することが難し

くなると思います。先ほど理事長が申し上げたとおり、個々の都

合に合わせて勤務が組めるようにしております。残業が少なかっ

たり突発的な休みが取れるということを、職員も実感してやって

もらっているかなと思います。 

 

【金成局長】 

○貴社がこのような雇用環境を自主的に実現できたのはなぜでしょうか。また、現在の

雇用環境に至るまでに、最も苦労されたのは何でしょうか。 

（社会福祉法人長和会  

     長池理事長）  

（社会福祉法人長和会  

     長池施設長）  



 

 

【長和会】 

○介護は 24 時間年中無休で誰かが仕事をしている状態です。先ほ

どありましたが、職員お互い様の協力関係や、仕事の工夫は以前か

らできていたのではないかと思います。私はそこに 5.6 年前に帰っ

てきてこの仕事に就いております。以前の職場で非常に仕事が楽し

くいい経験をさせてもらったことを活かし、自分の立場でこういう

風にしてよかったなということを加えて、雇用環境を変えていったという流れです。幸

い職員を確保することもできていたので、連続休暇制度を入れてみたり、特別休暇の日

数を見直してみたり、プライベートも充実できるような取り組みをいれて、それをスム

ーズに進めていけたことがよかったのかなと思います。 

 苦労した点というのは、やはり年代の差があり、それぞれのニーズが違うという中で、

その落としどころを作るというのが非常に難しいところだったかなと思います。今は皆

さん気持ちよくやっていただいているかなと思います。 

 

【金成局長】 

○今回の認定についてどのように感じておられますか。また、どのようにＰＲし、認定

マークをどのように活用したいと考えていらっしゃいますか。 

 

【長和会】 

○引き続き職員を確保していくためには、非常にプラスになる認定をいただけたなと大

変感謝をしております。職員も自分の勤める会社がこのような認定を取れたということ

は、非常に誇りを持って今後も仕事ができるのではないかと思っております。また最近

は、社会福祉法人さんが何件か続けてこの認定をとられているということで、これまで

介護の仕事はあまりいいイメージがないところもあったとは思いますが、この機会に

「介護の仕事も悪くないぞ」というようなアピールもできるんじゃないかなというふう

に思っています。 

 

【金成局長】 

○従業員を採用する際、特に若い人を採用する際はどのような観点から選考しています

か？ 

 

【長和会】 

○介護の仕事柄、コミュニケーションを上手に取れるかどうか・礼儀

正しさ・明るさ・優しそうかどうかということで、どうしても面接で

は第一印象というところが先行していくと思います。ただ、介護の考

え方や介護の仕事を始めるきっかけというのはとても重要で、技術

や知識は仕事を始めてからでも学べる仕事だと思ってますので、ど

ちらかというと人柄重視の選考かなと思います。 



 

 

【金成局長】 

○これから就職する若者、特に大学生・高校生に対してのアドバイスをお願いします。 

 

【長和会】 

○自分の経験や若い職員さんたちを見て感じることは、どんな仕

事もはじめからうまくいくということはなかなかないというこ

とです。初めのうちは面白くないことや我慢することもあると思

いますが、それを乗り越えて自分の仕事の役割等を理解すると、

だんだん仕事が楽しくなってくると思います。うまくいかなかっ

たからといって諦めず、自分で良くしていこう溶けこんでいこう

というような積極的な気持ちが必要かなと思います。介護の仕事

も案外悪くないよということを伝えていければと思います。 

 

【金成局長】 

○労働局やハローワークに対しての要望等はありますか。 

 

【長和会】 

○せっかく認定をいただきましたので、是非ユースエール認定はじめ、くるみん等も認

知度を高めていただければと思います。よろしくお願いいたします。 

 

【金成局長】 

○労働局としては今回のユースエール認定を契機として、より広く周知することによ

り、今後も認定企業を増やし、若者が働きやすい環境づくりに努めていきたいと考え

ています。 

本日はありがとうございました。 

 

 

 

 

【労働局】（以下「●」） 

●若者を面接されるときに「優しそうなところをみる」とおっしゃいましたが、例えば

どのようなところをみますか。 

 

【長和会】（以下、理事長「◎」 施設長「○」） 

○なかなか高校生はむずかしいですね。こちらもある程度想定できそうな質問をして想

定通りの答えが返ってくるので、「練習したの？」とか。そのようなことを入れたとき

に表情が柔らかくなったりニコッとなったりするときに、なんとなく優しそうだなとか

はありますね。やはり第一印象でわかってくるのかなというのはあります。 

 
認定式後こんなお話もありました 



 

 

◎うちは断らないのが主義なのですが、どうしても人員がオーバー

する場合はお断りしないといけない場合もあるのですが、一応は雇

うつもりです。入社してからレベルを合わせていくという形です。

中にはできる人できない人が出てくるけれども、その差を近づけよ

う近づけようとしています。そこでやかましく言ってはいけません。 

 

◎うちは離職が少ないです。よほど遠くに嫁いで通勤ができないとか、よほどの事情が

ない限り辞めるということは少ないです。子供を 4 人産んでる職員もいます。 

○子供が多いんですよ。４人の家庭は４～５家庭あります。私も含め。 

◎サイクルは短いんですが、それを越えたらまた働いてもらっています。 

 

●そこまで環境が整っていると、また貢献しようと思えますね。 

 

◎次の人に返してくれますね。 

○「すみません」みたいに言われることもあるのですが、「それはまた次に復帰した時

にしてくれればよかけん」といってますね。 

◎やはり肩身の狭い思いをさせないようにとは思いますね。 

○私の世代が特に子育て世代なので（自分が施設長ということで）いろいろ言いやすい

環境ではあるのかなと思います。私も子供の用事でいないこともありますし。施設長が

ずっと休まずに仕事にいると、休みにくくなるところもあると思いますので。 

 

●理事長様が事業を創設された時から今のような勤務環境だったのですか。 

 

◎私の父が事業を始めたのですが、そのころからこ

のような考えを父は持っていました。私たちの時代

は「人より働け」という時代だったんですけれども。

ただ今の時代はそれは通用しないですね。なので先

ほども申し上げたとおり、働く時間はきっちり働い

てもらいますけど、休みはきっちり取ってもらわな

いと。 

 

●施設長様は 5～6 年前にいらっしゃったとのことですが、他の業界にいらっしゃった

のですか。 

 

○某銀行におりました。そこでものすごく上司に良くしてもらいました。ある程度でき

るようになってからものすごく仕事が楽しいなと思ったときに、仕事が楽しくプライベ

ートもそこそこ充実していたら、苦労が少ないといいますか。ものすごく仕事はいっぱ

いあったんですけれども楽しくやれてましたので。これは「仕事が楽しかったら日々充



 

 

実するな」と思い、基本は「仕事を楽しくする環境を作りたい」と

いう感覚です。前の職場には 1 週間くらい休みが取れる制度があ

り、それを使えば家族と旅行に行けたりできるのですが、うちには

ありませんでした。半年くらい前から「この日は休みます」と言っ

ておけば、航空券も安く取れたりもするので、今は予約制で早めに

1 週間休みを取るような仕組みを作ったりしています。前職のノウ

ハウをこのような小さいところでもできたというのは、それまで

の仕組みがあったからかなと思います。 

◎施設長のいろいろなアイデアを仕組みとして取り入れて、私はそれを聞いて了解する

という形です。例えば年末年始は休みたいけれど出勤しないといけないわけですね。そ

こに特別手当を出してます。 

○「お年玉」って言ってます（笑）。31 日と 1 日の勤務の人につきます。世の中は休み

かもしれないけれど、うちは仕事しないといけないので、何かしないといけないね、せ

めてその二日くらいはね、というわけです。働いてよかったなと思ってもらえるように、

そのようなちょこちょこした楽しくなるような、喜ばれるようなことを考えています。 

今まで正月は休む希望をとってたのですが、今は希望して働きたい人がですね、喜んで

仕事に出てくるんで。非常にその辺もよかったなと思います。 

 

◎そのような雇用環境を作ると、地域からも認められて、入所者も多くなるわけです。

あそこに行きたいと。すると経営も安定する。雇用もここ 5 年くらいで 10 人ほど増え

ています。そうしないと残業も増えてきますので、残業が発生しないように一人二人は

余裕を持って雇用しています。 

 今後ももっともっと頑張っていこうと思います。 

 

●よろしくお願いいたします。 

 

 

 

ユースエールの認定を受けるためには、人材育成方針及び教育訓練計画の

策定、直近 3 事業年度の新卒者などの正社員として就職した人の定着状況、

正社員の所定外労働時間の実績、正社員の有給休暇の取得実績、男女労働

者の育児休業等の取得実績など、各種要件をクリアした優良な中小企業で

ある必要があります。 

社会福祉法人長和会では、有給休暇の年平均取得日数１４日、月平均所定

外労働時間１．４時間、女性の育児休業取得率１００％でした。 


